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○橋場企画調整グループ主幹 これより平成３０年度第１回登別市総合教育会議を開

催します。はじめに市長より挨拶をお願いします。

○小笠原市長 皆さん今晩は。今日はお忙しいところご出席をいただきましてありが

とうございます。そして、改めて新年おめでとうございます。今年も１年よろしくお

願い申し上げます。日ごろから教育長を中心に教育行政全般にわたりまして教育委員

の皆様方に、ご指導と、そして、様々な案件について協議・審議等していただいてお

りますこと。この場をお借りして首長の立場から厚くお礼申し上げたいと思います。

ありがとうございます。

さて、昨年６月１８日に発生しました大阪府北部を震源とする地震では、犠牲とな

られた方の中には通っている小学校のプールの壁の下敷きになり亡くなられた子ども

がおり誠に残念であります。また、９月６日未明には登別市でもこれまでに経験した

ことのない震度５弱を観測した「平成３０年北海道胆振東部地震」では、４２名の死

者も出ました。最近まで地域にある学校が避難所となっていたりして、特に鵡川、厚

真、安平においては多くの教育施設が避難所となってました。同時に、児童・生徒や

ときには高校生まで不自由な学習環境の中でこれまで過ごされたというふうに聞いて

おります。そういった中で、今後私たち登別市においても相互に協力しながら安全と

安心をどうやって教育行政の中で確保していくのかと思いますので、そういったこと

も今後総合教育会議の中で皆様方とお話をさせていただければありがたいと思ってい

ます。２０１９年は新元号となって私たちは新たな気持ちで暮らすことになりますの

で、教育委員の皆様方にはご指導をいただきながら頑張っていきたいと思っておりま

す。今後ともご指導をよろしくお願いします。

○橋場主幹 ありがとうございました。会議の進行は、登別市総合教育会議設置要綱

第４条により市長が議長となっていますので、よろしくお願いします。

○小笠原市長 それではレジュメに沿って進めさせていただきたいと思います。報告

事項５件について説明を受けたのち、学校を核とした地域づくりについて協議を行い

ます。忌憚のないご意見を頂きたいと思います。それでは早速「３報告」の（１）か

ら（５）について事務局の方から一括説明をお願いします。

○小野島学校教育グループ学務主幹 はい。では私の方から（１）いじめ対策、（２）

不登校対策について説明いたします。

まず（１）いじめ防止対策についてですが、本市では日常の観察や複数の教員での

見取り、保護者からの情報等をもとにいじめアンケートを６月と１１月の年２回行っ
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ておりまして、児童・生徒の関係性やいじめの兆候などの多面的把握、早期発見に努

めております。ここで把握した事案については、当事者から聞き取りを行い双方が納

得して解決できるように取り組んでおります。いじめは未然防止を前提に、万一事案

が発生した場合は、資料１ページ上の四角の中にあるように組織的に迅速な対応がと

れるよう努めております。近年些細なもめごと等も含めて積極的に認知することにな

っていることから件数、下のグラフになりますけどゼロとはなっておりませんが、こ

の数字もすべて解消されていると確認されております。併せて、２９年３月の文科省

通知によりいじめ行為が止んでから３か月程度経過しているということがいじめ解消

の基準と示されましたので、今後も認知数としてカウントされているものについては

解消されたもの、行為が止んだ後の経過待ちのものも含まれた数字になると思われま

す。今後ですが、集団生活を送る学校ですので、人間関係の多様化に伴って日々様々

なトラブルが発生していきます。今後もいじめはどの学校にも起こりうるという認識

の下で子どもたち自身が課題解決できるような指導、それから丁寧な対応を継続する

とともに学校と市教委が連携して子どもたちの望ましい学校生活の実現に向けて引き

続き取り組んでまいります。

続いて（２）不登校の対策についてです。資料は３ページになります。児童・生徒

が不登校になる要因ですけども、主なものとしては、学力不振、友達関係等多岐にわ

たっておりまして、複合的に絡み合っているというようなところもございます。この

改善に向けては、状況に合わせて保護者と連携しながら各学校が対応をしております。

不登校を生まないためには各校はよくわかる授業ですとか、楽しい学校生活となるよ

う魅力ある学校運営に努めておりますが、残念ながらそういう事態になってしまった

場合については、市教委や他の機関とも連携しながら対応を進めております。資料の

中にもいくつか印をしておりますけども、具体的には市教委に配置している教育指導

専門員が日常的に各校と情報を交換をしたり、学校訪問をしたりして対応に係る連携

を進めております。その他スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーや心

の教室相談員と連携した不登校・いじめ等対策会議の開催、それから不登校事案を抱

える学校間の実態交流などを行う年２回のふれあいサポート懇談会などの機会を設け

ております。市教委としましても適応指導教室、健千窯での陶芸、鷲別岳登山などの

機会を提供して登校につながる取り組みを進めているところです。以上です。

○野﨑教育部参与 続いて、報告（３）登別市立学校における働き方改革基本方針に

ついてです。資料は別冊になります。１ページの「はじめに」をご覧ください。市教
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委はこれまでも本市小中学校に対しまして定時退勤日の徹底ですとか、部活動休業日

の設定などを呼びかけるとともに文書処理の簡略化等に取り組んできましたけども、

「はじめに」の真ん中あたりに道教委が行った実態調査の結果、そのような実態があ

りまして、この調査の中では本市の中学校も含まれておりますから私どもとしまして

も多くの課題があるということの認識に立ちました。ここで道教委が示した学校にお

ける働き方改革、北海道アクションプラン、これは平成３０年３月に策定されたもの

ですけど、これらを参酌しながら登別市校長会等と意見交換を行って本市の基本方針

を平成３０年１０月に策定しました。３ページを見ていただくと当面の目標としまし

て１週間当たりの勤務時間が週６０時間を超える教員をゼロにする。先ほど１ページ

にあった数字を見ていただきますと全道的には小学校で２割、中学校で４割、教頭先

生に至っては小中学校とも７割がこの数字を超える実態がありますので、当面の目標

として私どももこの目標を掲げて、更には目指す指針として３ページの真ん中にあり

ます部活動休業日を完全実施。これは年間で１０４日を休む割合を１００にしようと。

１０４日のイメージとしては週２日、平日１日と土日どちらか１日というようなとこ

ろを目指していきましょう。また、具体的な取り組みとしては（１）の③地域との協

働の推進による学校を支援する体制づくりの推進のところで、平成２６年度からコミ

ュニティ・スクールの導入によって充実を図って進めていきたいというあたり、或い

は５ページの（３）勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制の充実というと

ころで、勤務時間について改めて意識しながら勤務するよう先生方の意識の啓発を図

っていく。そのためには勤務時間を客観的に把握する仕組みの構築というものも今検

討中です。また、教職員の業務の効率化というところで、例えば、緊急時を除いた留

守番電話対応を促進していくようなことも検討を進めているところでございます。ま

た、教育委員会としましては例えば市と学校が連携した業務の継続的な見直しという

ところは進めていきながら少しでも効率化が図られるよう形を取っていきたいと思っ

ています。この１月に中教審から、或いは文科省から、この２５日ですとか、新たな

ものも示されていますので、そういう国や道の動きを見ながら方針は見直しを重ねて

いきたいと考えています。以上でございます。

○小野島学務主幹 続いて、報告（４）平成３０年度全国学力・学習状況調査結果に

ついて報告します。別冊の資料になります。この調査ですが、小学６年生と中学３年

生で実施される悉皆調査になっております。１ページに今年度の結果の概要をまとめ

てあります。２ページは本市の平均正答率と全道値との比較になっております。３０
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年度は１番右のグラフになります。小学校では算数Ｂを除き全道平均以上、中学校は

下のグラフになりますけど、全道を全教科でやや下回っております。ただ平均正答数

でみますと差は１問以内となっておりますので、大きな差とは捉えておりません。３

ページからは質問紙調査の結果でございます。４ページと６ページの真ん中のグラフ

になりますけども、先生が自分の良いところを認めてくれているかという項目があり

ますが、その中で４ページ、小学校の方でやや全国を下回っておりますけども、中学

校では全国を上回っておりまして、先生方が日常の学校生活や授業の中で児童生徒の

意欲を高める指導を丁寧に行っている様子が伺えます。また、３ページと５ページの

上のグラフになりますけども１日当たりの家庭学習の時間ですが、小中学校とも１時

間以上学習する割合というのは全国と比べて低くなっておりまして、これは継続課題

というふうに押さえております。学力は自己肯定感の高まりなどの心との関連も大き

いことから今後も各学校では学級づくりを充実して、それを基盤にして課題となって

いるところ、加えて家庭学習時間の確保、それから内容の質の向上ですとか、書く力、

表現力の育成というところを観点に授業改善を推進するように本市教育課程課題検討

委員会等で各学校の先生方と協力しながら今後も具体的に取り組みを進めてまいりま

す。

続いて、報告（５）平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果につい

てです。資料は別冊になっています。本調査につきましては、小学校５年生と中学校

２年生で実施されることになっております。１ページ小学５年生、２ページが中学２

年生になっております。全国・全道と本市との経年比較ができるように表の方では平

成２６年度から３０年度までの結果、下の方のグラフでは２８年度から３０年度まで

の本市の状況を、全国平均を５０とするＴ得点との比較でまとめております。ですか

ら５０より上に行っていれば全国を超えていて、下がって入れば下回っているという

形になっております。表で見ると今年度小学校の体力合計点というところ、男子５２．

４、女子５２．９となっておりまして、今年度も継続して男女とも全国平均を上回っ

ております。２ページの中学校２年生では同じように体力合計点、男子が４９．７、

女子が４７．４ということで、ここ数年では最高得点となっておりまして、ほぼ全国

水準に近付いております。その他種目別にみても全体的に向上が図られておりまして、

それに伴って表の右側にあります総合評価の下位層、これはＤ・Ｅのところになりま

すけども、ここの数値が減っております。これは各校の体育科の授業改善の効果が出

ているためと思われます。ただ小学校の結果がある程度高いのに対して、中学校でや
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や落ち込みも見られるということから接続に課題がありますので、今後重点的に取り

組んでいくよう各学校へ伝えているところです。以上です。

○小笠原市長 ただ今（１）から（５）まで事務局の方から説明をいただきました。

ありがとうございます。それでは教育委員の皆様方からそれぞれどの項目でも構いま

せん。ご質問・ご意見等ありましたらお伺いしたいと思います。何か疑問のあったと

ころとか、どの項目でも構いません。

○垣内委員 はい。いじめ防止のことについてですが、確かに本市においては減少傾

向にありまして喜ばしいことだと思ってはいるのですけれども、この中で本当にいじ

められていた子どもさん、それから保護者の方々皆さんが解決したと思っているとこ

ろまで本当に寄り添っていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。

○小笠原市長 事務局の方よろしいですね。

○小野島学務主幹 全国的な傾向としていま委員がおっしゃられたように解消した

と学校としては認識をしているのですけども、実はまだ続いているということも全国

的には複数事案があったものですから、文科省としてもそういうところの見直しを図

って相当の期間行為が止んでいると確認してそこで解消と理解するような形で進んで

おります。引き続ききちんと丁寧に進められていくように登別市としても取り組みた

いと思っています。

○垣内委員 はい。よろしくお願いします。ややもするとやはり解決されたと思って

いたことが解決されていなくてあとから大きなことに発展するということもあり得る

ということ。それから年２回アンケートを取られていますが、その中でそういう声が

しっかり出ているのかどうかということも精査していただきたいと思います。

○小笠原市長 堅田委員いかがですか。

○堅田委員 体力テストの件ですが、小学校から中学校に進み少し低下したと。接続

という部分を考えると、一部の幼稚園では凄いことをやっていると、逆立ちが出来た

り、その辺の折角できているところはそのまま継続するようなつながりというような

工夫をしたいというふうに思います。

○小笠原市長 参与、その辺は小１プロブレムの関係だとか、中１ギャップもそうで

すけども、その辺これまでの中で見える形で改善されてきたということはありますか。

○野﨑参与 まず、お互いが何をやっているか、もめているところはあるのかなど、

お互いに知り合うことをこの２年間、小野島主幹を中心に進めてもらっているところ
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ですけども、実際にはきちんとつなげていって、今おっしゃられていたところもいろ

いろできる子もいれば、そういう教育を受けていなかった子も全部が小学校に来るわ

けですから、その中でどういうところを備えてやっていくというスタートカリキュラ

ムというところは、これから実態をつかんで作り上げてどの子どもたちにとってもい

い形というものを探っていくと。今スタートカリキュラムも３１年度は作成に向けて

取り組んでいこうと考えているところです。

○小笠原市長 実際にはかなり会議というのはされているのですか。例えば、幼稚園

と小学校との各教員の打ち合わせとか。

○野﨑参与 はい。その辺も主幹を中心に。

○小笠原市長 されているのですね。

○野﨑参与 はい。

○小笠原市長 そんな感じで継続はしている。

○武田教育長 小学校ではスポーツ指導員を派遣して統一的に初歩的な運動という

か、授業が始まる前の体操を含めたトレーニングを取り入れてやっています。徐々に

効果も表れてきていると。それが小学校の時の測定で上がってきていると。中学校へ

行くと柔道とかダンスとかが入ってくるのですけども、そういうところにつないで取

り組んでいろいろ運動習慣を定着させていくということです。

○小笠原市長 これからも長い目で。

○武田教育長 取り組んでいきたいと思います。

○小笠原市長 森口委員、何かお気づきの点がございましたら。

○森口委員 いじめ防止の対策のところで、私も人権擁護の方の立場で市内小学校の

４年生を中心に人権教室を行っています。それは主にいじめ防止に対してのＤＶＤを

見せて勉強させています。それから中学校の場合はいじめについて人権作文を書いて

もらっています。室蘭市から見ると、登別市は８割以上の小学校で人権教室を実施し

て凄く子どもたちも活発に、この間も幌別西小学校の２年生がＤＶＤを見て凄く積極

的に意見を、恐らく２年生だと意見はないかと思ったのですが、積極的にいじめにつ

いて私はこう思うと発言していました。室蘭の実施率を見ると登別は活発です。いじ

めを防止する意識を高めるには人権教室も大事だといつも感じています。

○小笠原市長 いつもありがとうございます。教育長何かありますか。

○武田教育長 私ども教育委員会としては、いじめは突発的に発生するところがあり

ますが、不登校はある程度要因も背景があるのではないかと思います。そこで学校へ
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行けないというのは状況としては厳しいので、そこをしっかりサポートしてあげる必

要があると。おかげさまで市長部局の方からご支援をいただいて、スクールカウンセ

ラーであったり、スクールソーシャルワーカーであったり、心の相談員、更には、ま

ちづくりそのもので地域と協働のまちづくりの中で、地域からサポートをもらえる体

制がそういうところでいまのコミュニティ・スクールの影響もあるけど、先程の調査

からいっても全道・全国よりはかなり少ない状況になっていると。それから相談体制

が充実しているので、適応指導教室からもいろんな復帰のための取組がされていると

いうことで、学校もそちらの方に目を向けてくれているというような感じもあります。

そういうわけで不登校対策は大きな課題ではありますけども登別市としてはもっとも

っと力を入れたい。折角の体制ですからそれを大いに活用してもらえるような取組を

していければと思っています。

○小笠原市長 ５点の報告事項がございました。今後引き続きこういった取組につい

ては定期的に我々も情報共有していきたいと思いますので、委員の皆様からも今回の

ようなご指摘をいただければと思います。それでは報告については終ります。それで

は次第４の協議（１）「学校を核にした地域づくりについて」まずは事務局から説明を

お願いします。

○橋場主幹 それでは学校を核にした地域づくりについて説明させていただきます。

資料は４ページからになります。学校における「コミュニティ・スクール」がスター

トする前の取組ですが、例えば、学校の生活科において野菜づくりなどの授業や世代

間交流で昔の遊びを体験するときには、学校から地域の高齢者にお願いをし協力をい

ただいていました。一方、社会教育の動きとしては、学校支援地域本部事業を通して

子どもたちに様々な体験の場を設けたり、子どもたちの基本的生活習慣や協調性等を

目的とした通学合宿、また、子どもの居場所づくりとして放課後子ども教室の開設な

どに努めてきました。学校支援地域本部事業は、学校が様々な課題を抱える中で、地

域が学校の求めに応じて行う必要な支援の体制としてスタートをしています。ですが

この事業はあくまでも支援という形態でした。このようにはじめは、「学校教育」と「社

会教育」は、それぞれに違う目標やビジョンを持ちながら取り組んでいました。

その後、社会の動きになりますが、人口の減少や情報化の進展など、子どもたちが

これから生きていく社会は複雑で予測困難な社会と言われています。そして、予測で

きない変化に子どもたちが主体的に向き合い、人生を切り拓いていくためには、自分

と異なる考えを持つ他者との対話や議論を通じて協働していくことが大切になってき
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ました。また、子どもたちに多様な人々と協働する力を身に付けさせていくには、学

校教育だけでは難しく、学校外において地域の人々と関わっていくことも必要になり

ます。そして、学校と地域が目標やビジョンを共有しながら、一体となって子どもた

ちを育てていく必要性が叫ばれてきました。これまでも学校評議員の方からは、たく

さんのご意見をいただきながら学校運営に努めてきましたが、今後は、さらに多くの

人に関わっていただけるような学校にしていくことや、子どもたちが信頼できる大人

と関わる機会をたくさん作りながら、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出

し合い、学校運営に意見を反映させ、子どもたちの豊かな成長を支える「地域ととも

にある学校づくり」の仕組みが必要となってきました。

本市においては、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を各学校に設置し、

学校支援地域本部事業と併せて、「地域とともにある学校づくり」を進めることとしま

した。また、近年は、学校に求められる役割が増大する中、教師の長時間労働につな

がっており、学校及び教師が担う業務の明確化・適正化ということが問題となってお

り、その対応についてもコミュニティ・スクール制度ができた要因であるともいわれ

ています。コミュニティ・スクールの趣旨ですが、学校と地域が連携・協働し、当事

者意識をもちながら、子どもたちの成長を支えていく学校づくりということと。コミ

ュニティ・スクールを通じて、保護者や地域が一定の権限を持ちながら学校運営に参

画し、学校・家庭・地域社会が一体となって、より良い教育の実現に取り組むことが

目的であり、また、その取組によって地域全体の活性化を目指すものです。具体の活

動としては、５ページと６ページに取組の様子を載せています。例えば、地域の方に

よる登下校の見守りですとか、合同の避難訓練、また、学校教育の場においてもスキ

ー授業や世代間交流、学校農園の取組が行われています。これらの取組を進めるにあ

たって、中学校区ごとにコーディネーターを配置し事業のサポートを行っています。

しかし、そういった中で国の動きでありますが、中央教育審議会におきまして未来

を作り出す子どもたちの成長のために、学校のみならず地域住民や保護者等も含め、

一人ひとりが教育の当事者となり、社会総掛かりで教育の実現を図る「地域とともに

ある学校づくり」を更に強力に進めることとし、地域と学校が連携・協働して、地域

全体で未来を担う子どもの成長を支え、地域を創生する地域学校協働活動を行う地域

学校協働本部を整備することが提言されました。そうすることで、地域でどのような

子どもたちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンなどが学校と

地域で共有され、同じ目標に向かって取り組むことができるようになります。



9

地域学校協働活動ということについてですが、８ページにあるのが文科省で示して

いる地域学校協働活動の概念図です。高齢者や学生、ＰＴＡ、ＮＰＯ、企業、団体な

ど、幅広い地域からの参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとと

もに、地域と学校は相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動のことを

地域学校協働活動といっております。具体的には、登下校の見守りや学校環境整備、

授業補助、放課後子ども教室や土曜日の教育活動、地域社会における地域活動など、

幅広い地域住民の参画によって行われる様々な活動が考えられますが、それぞれの地

域の実情や特色に応じて、創意工夫をこらしながら活動を推進していくことが大切だ

とされています。

次に地域学校協働本部についてですが、９ページに国がイメージする学校との協働

体制を掲載しております。従来の学校支援地域本部の連携体制を基盤に、より多くの

より幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することに

よって地域学校協働活動を推進する体制のこととされております。地域学校協働本部

の整備にあたりましては、本市においては学校支援地域本部事業に取り組んでいます

ので、その体制を基盤にコーディネート機能の強化、より多くの地域住民等の参画に

よる多様な活動の実施、活動の継続的・安定的実施を目指して地域学校協働本部へと

発展させていくこととしております。

人口減少や少子高齢化の進展などによりまして学校だけでなく家庭や地域において

も様々な課題を抱える中、未来を担う子どもたちの豊かな学びと確かな成長を支えて

いくためには、これまでの地域による学校への支援という形のみでは無く、学校と地

域がお互いの役割を認識しつつ、相互に補完をしながら、連携・協働することを通じ

て、地域全体で子どもたちの学びを展開していく必要があるものと捉えております。

現在、学校支援地域本部実行委員会を母体とします各中学校区の地域教育協議会に

おきまして、コーディネーターを中心にそれぞれの地域や学校の特色・実情に応じた

学校支援の取組が行われています。この体制を基盤としまして、今後地域学校協働活

動を実施し、継続していくことが重要だと捉えておりますので、３１年度は、その活

動の核となるコーディネーターの充実を図るための経費について予算を確保したとこ

ろです。また、学校運営協議会との連携をより深め、学校や地域の実情に応じた取組

をより充実させながらコーディネート機能の強化を図り、将来的には町内会やＰＴＡ、

青少年団体、ＮＰＯ等の地域組織との連携・協働や、放課後子ども教室や通学合宿な

ど、現在個別に実施している活動の総合化・ネットワーク化へと発展していくことを
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最終的な目標に学校を核にした地域づくりの取り組みを進めていくことにしています。

以上です。

○小笠原市長 ありがとうございます。この４番は協議事項でございますので、何か

を決議するということはございません。一定の時間の中で意見交換をさせていただい

て共通認識を図る時間帯にさせていただきたいと思います。そののち何か行動するこ

とがあれば教育委員会を核にして学校やＰＴＡ・地域と協力しながら、その内容を盛

り込んでいくことは可能だと思いますので、今日は忌憚のないご意見をいただければ

と思います。まず、最初に８ページと９ページの仕組みとシステムについては委員の

皆様はご理解いただけたでしょうか。これは参与からいただいた方がいいと思います

が、例の地域コーディネーターがどう変わるのかというところ、中学校区からどう変

わっていくのか、その辺が今のところ５名の地域コーディネーター、いま橋場主幹か

ら予算をいただいて変わっていくという説明がありました。もう少し具体的に伝えて

もらっていいですか。

○野﨑参与 はい。今５名の地域コーディネーターがそれぞれの中学校区でボランテ

ィアを集めていただいたり、活動していただいたりしているのですが、その方々を助

けて年間１０回程度ですが、人集めのときにネットワークも違うでしょうし、新しい

世代の方を誘っていただいたり、今のコーディネーターの仕事を一緒にやることで理

解してもらって、又、その方が次のコーディネーターになっていただくような、そう

いうようなコーディネート機能の拡充を図っていくというところです。

○小笠原市長 どうですか。今のところ５名でしたけども、小学校８校、中学校５校

の各校に１名ずつ置くことにしました。

○赤井委員 そうですね。地域の事情をよく分かっているところからそれぞれ出てき

てくれればいいですね。

○小笠原市長 余談ですが、先週柴山文科大臣と意見交換することができまして、こ

のページで使わせていただくと、８ページの真ん中にある地域学校協働活動の隣にあ

る社会教育。実はこれ柴山プランというのを柴山文科大臣が作りまして、その一番重

用すべきものは今の文科省としては社会教育を最重要課題にしたいということで、先

程来橋場主幹の方からも地域の人と様々な学習をしていくとか、そんなことになって

いるようです。文科省の今の大臣の方針としては、そこを重視するということを直接

私も聞きましたので、それでこの８ページの内容が非常に。これは文科省からのポン

チ絵ですもね。ということでご認識いただければと思います。そういったことで委員
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の皆さんから早速ご意見をいただきます。最初赤井委員の方からどうですか。

○赤井委員 登別でコミュニティ・スクールを導入してそれぞれの学校で取り組んで

きましたが、やっぱり地域性があってそれぞれの地域よっていろんな形の活動がされ

ていると、基盤というのがしっかり出来ていると思います。ですから先程、地域学校

協働本部とか学校運営協議会にしても相互につながりをもって活動しやすい状況にな

っているのではないかと思っています。

○小笠原市長 ということは登別市以外の教育環境と比べれば登別市はよく連携さ

れていると見て構わないですか。

○赤井委員 そうですね。先程も話をしていましたが、水田の話。今田さんところの

田んぼが出発で、学校週５日制のときにできた活動なんですね。

○武田教育長 文部科学省のふるさと学習ですね。

○小笠原市長 交流プラザではなく。

○武田教育長 はい。

○赤井委員 いろんな形でつながってきて今に至っていると。地域のつながりが他の

地域でもできたというか、やっていこうというそういう気持ちにつながっているので

はないかと思います。

○小笠原市長 分かりました。教育長どうですか。

○武田教育長 登別は生涯学習に取り組むのが非常に早くて、直ちに生涯学習推進室

という組織を作りました。その時にいろいろな取組をしたのですが、社会教育という

のはどちらかというと奨励事業ですから法律に根拠がないですから、国は３年くらい

補助金を出したらあとは自前でやってくださいという話になります。登別はそこをつ

ないできた。市長の理解があってそこを社会教育として発展してきた。それが学校教

育と社会教育の連携につながった。そして今の形になるということで連携事業という

ことに慣れているというか、その効果を出していると思います。学校教育は全てが法

律に根拠を持っています。ですからなかなか市町村自体としては・・・。

○小笠原市長 枠から出ることはあまりないです。

○武田教育長 しかし、社会教育は市長の市政を含めていろいろ支援していただいて

地域を作っていけるという。いってみれば伸びる余地のある分野ですから、そこに力

を入れるというところが、今日に至っています。今度の中教審でも柴山大臣のプラン

もそうですけど、現実に今進めているのは社会教育のフィールドでは学校支援地域本

部事業です。先程橋場主幹が話したように、そのまま俺たちはやっているからそれで



12

いいという形に捉えるか、或いはもっと学校任せでいいと捉えるか、もっと先を見て

学校とともに子どもたちを協働で育てていこう。そう考えるかで大きく変わると思い

ます。今回の予算をとおして市長の理解をいただいたのは、これからもっとそういう

ところに突っ込んで協働でやっていくというような意識の方向に持っていかなければ

いけないと。教育委員会としては。

○小笠原市長 ９ページの今後というところですね。

○武田教育長 はい。恐らく他の自治体も同じだと思いますが、人口減少それから応

援してくる方、世代間の格差、いろんなことがありますから軸がしっかりすればそこ

で広げることもできるのではないかと。

○小笠原市長 そうですね。まだまだ伸びしろがありますね。

○武田教育長 ある個人に頼っているとその人が倒れたらパタッと終わると、そうで

はなくてもう少し組織化して持続的に取り組んでいこうと。そういう見方というか全

体で伸ばしていこうとするような考え方にいければというように教育委員会として今

考えています。

○小笠原市長 本当に市民の皆さんの総出で関わっていただくことが必要になるか

もしれませんね。

○赤井委員 先ほどコーディネーターが各学校に一人ずつ配属されるということを

聞いて凄くこれからの活動に力になるのではないかという気がします。

○小笠原市長 期待値みたいですね。

○赤井委員 そうですね。結局地域性というかそういうのが凄く大事にされていくも

のだし、その人間関係があったりしてどんどん広がっていくのではないかという気が

します。今までだと中学校区に一人だから大変なんですよ。

○小笠原市長 限界がありましたよね。

○赤井委員 そうなんです。ちょっと離れた学校だと広げるのも大変な苦労をしてき

ました。

○小笠原市長 少し改善できそうですね。ありがとうございます。堅田委員どうでし

ょうか。この件でもいいですし、歯科保健業務等でお世話になっている立場の健康面

の話でもいいですし。

○堅田委員 実際個人的な意見を含めてですけども歯科医院に来られる方がいたと

したら子どもが生まれる前からというか妊婦さんのときから来て、子どもが生まれた

よといって先生歯が生えてきたから診てといって、その子が幼稚園に入って小学校中
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学校に入ってずっと診ていますというのを考えた時に、地域の一員としては歯科とい

う面で支えていますけどもいろんな職種の方がいらっしゃるしいろんな得意技を持っ

ている方も多々いらっしゃると思うので、そういう方がチームとして子どもたちをず

っと見守ったり、ちょっと手を貸したりという社会を目指すというのは凄くいいこと

だし、それに対してコーディネートする人がいないとバラバラになっていくと思うの

で、各学校に１人ずつ配属できるのは凄くいいことだと思いますし、さらに言えばも

っとコーディネートする人が増えてくれればもっとよりいいと思いますし、窓口が多

いとそれだけネットワークが増えると思うので。

○小笠原市長 参与どうですか。いまのところは各校に目標値で全員そうなるかどう

か人材もありますが、将来的にはコーディネーターの数は増やす方がいいということ

ですね。例えば各校に２人ずつになるとか。

○野﨑参与 やりながらのことになると思いますので今回の学校コーディネーター

も今のコーディネーターに比べると回数ですとか、そういうものも限られたものでま

ずはスタートする形になっております。１３人の方々と今の５人の方々とがうまく機

能していく形をとりながら模索していくという。市長がおっしゃられたもっと増やし

ていった方がよりいいよねという話になっていけば、それはまた現場の声を聴きなが

ら進めていくべきかと。あと堅田委員がおっしゃっていた子どものころから大人にな

るまでというスパンの視点は、私たちの担当のところでは小学校と中学校ですけれど

も、小と中を分けて考えるのではなくて合同で９年間のスパンで見ましょう。或いは、

先ほどの幼稚園や保育所の絡みもあったらもう少し長いスパンでどんな子どもを目指

そうかをその地域で考える。その視点も私たちとしては大事にしていかなければいけ

ないというふうに思っています。

○小笠原市長 長い目で堅田委員がおっしゃるように見守っていけるとか。そういう

環境づくりですね。小野島主幹ですね。主幹が１番現場とのやり取りをしていて本当

にいま現場で苦労されている特に先生方、学校長や教頭の考え方というのはどこか垣

間見ることありますか。特にコミュニティ・スクールの関係を通じてどうです。

○小野島学務主幹 地域の方と関わる機会というのかなかなか今まではできていな

かったと思うのですけども、こういう形があることによって特に管理職の先生は地域

と連携・協働して共有化という視点を持たれていると思います。そんなことを考える

とやはりコーディネーターとの関係性も向上していく中で、結局は子どもたちにとっ

て有意義な活動が展開されていると認識されているという方が多いと思います。
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○小笠原市長 児童生徒にとってもいい流れではあるというふうに教職員の皆さん

も感じてくださっているのですね。そう思ってくれるとありがたいです。ありがとう

ございます。そんな感じで堅田委員よろしいですか。先ほど人権擁護の関係でお話し

されました森口委員におかれましては、今後道徳や倫理の問題でいろいろこれまで授

業化されていなかったものが少しずつ見える方で学校教育の中にも表面化されるとい

うことでどうですか。若干人権擁護にも関わってくるのですが、広い意味では。

○森口委員 そうですね。昔は地域が子どもたちを育てるという雰囲気がありました。

例えば、悪いことをしたら近所のおじさんに叱られたとか。今はそういう点では人間

関係が希薄なってなかなか面と向かって子どもに注意もできないような時代ですけど

も。そういう意味では本当の社会教育というか地域が子どもを育てる。地域と家庭と

学校がスクラムを組みながら育てていかなければならないということが痛切に感じる

のですが、そういう意味では社会教育というのは一番大事なことだと思います。コー

ディネーターをサポートするようなそういう人たちがいろんな職種だとかで関わって

もらえばいいと思います。

○小笠原市長 例えば、職業柄も含めて家庭でのお子さんと親との関係というのはど

のように捉えています。

○森口委員 なかには子どもの虐待だとか、そういうことなんかも昔では考えられな

いような虐待だとか、ネグレストなんかも。こんな豊かな時代になればなるほど、ま

た、別々の形で増えてきたということはどうなのかなと思います。

○小笠原市長 精神的な課題とか。

○森口委員 はい。世代間の断絶みたいのがいま核家族で親子、おじいさんおばあさ

んたちとの交流というかそういうつながりも希薄なって、そういうことも一つ問題に

なっているのではないかなと思います。便利な世の中になればなるほど、この間も札

幌で地下鉄に乗ったら１０人のうち９人はスマホですよ。それはやっぱり人間関係が

ある意味便利になっているのですが、ある意味では人間関係を阻害する現代社会の知

恵というのはどうなのかということを痛切に感じるのですけども、それは我々考えて

いかなければいけないのかなということを思います。

○小笠原市長 教育長如何ですか。

○武田教育長 まさに社会的人間関係、つながりが希薄になっているとよくいわれま

すけど、その通りだと思います。今後も世代間の希薄さというのは増えていくのでは

ないかと思います。従ってそこをつないでいくのはただ学校を応援すればいいという
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ことでは無くて、自ら主体的にどういう社会を作っていくのかというところまで入り

込まなければいい社会にはなっていかないと思っていて、先程いうようにこれまで以

上に地域づくりというところでというふうに思います。

○小笠原市長 ということは、社会教育というのは子どもたちに社会の勉強をさせる

だけでは無くて、そこに関わる大人たちも一緒に勉強していくというところに社会教

育の幅広さとか、奥行きがあるということですね。

○武田教育長 人生１００年時代といわれ、６０で退職したら４０年あります。やっ

ぱり社会還元していく仕組みをどう作るか。

○小笠原市長 ありがとうございます。垣内委員どうですか。総合的にこれまで長く

教育委員をしていただいて漸く私も関わりながら総合教育会議が始まりました。当時

はいじめから始まったかもしれませんが、より良い社会教育環境をこれから作るんだ

と文科省のポリシーもありながら、我々としては地域の末端でどうやってそれをやっ

ていくかということの一員として、教育委員の皆さん方の立場と責務でこれまで長い

活動やこれから期待することがあれば。

○垣内委員 はい。コミュニティ・スクールにおきましては登別市は平成２６年度か

らということでいち早く取り入れ、今ベースが出来てきて皆さんきっと最初は試行錯

誤の中でどのような形にしていったらいいのだろうとご苦労されたと思います。それ

が今は落ち着いて登別としての形が出来ていると思っております。地域の方を見てい

てもここに関わることで本人の生きがいがあったり、今日は学校に行かなくちゃいけ

ない。放課後学習で協力しなければいけないということで楽しんでそれをご自分の生

活の中に取り入れている方も多く見受けられます。先程いいました人間関係が希薄に

なっているというところ本当に否めないものがあるかと思います。けどもここをとお

してまた地域の人間関係が復活できたらいいなと先程お話しを伺って思いました。そ

れとあと、活動の中にいろいろ地域としてされておりますけども消費者教育を是非入

れていただきたいと思います。消費者教育というのは生まれたときから教育長がおっ

しゃった１００年の中で、それぞれの年代に合わせた消費者教育をしなければいけな

いというのを国としても出ておりますので、消費者教育だからこれをしなければいけ

ないということでは無くて何かその中でその年齢に合わせた取組をしていく、本当に

今、時間の無い中で学校がどのようなことを選択をしていかなければいけないという

ことは本当に大変なことだと思います。今も取り入れてはいただいてはいるのですけ

ども全校で取り入れていただければありがたいと思いました。
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○小笠原市長 消費者教育という言葉が出ましたけども、教育長から是非見解などを

聞かせていただけると。

○武田教育長 いずれにしてもいろいろとお話を頂きながら各学校でも聞かせる機

会というか取り組んでいますけども、いろいろな教育がある中で組み合わせながら消

費者教育に結びつくようそんなところで出来ればいいと社会教育も含めて、全てにこ

の教育、この教育とつきますがそういうことを合わせながらカリキュラムに取り入れ

てもらうと思っています。まさしくこれからは地域の人材を学校にどう入れ込んだカ

リキュラムを組んでいくかというところなので学校だけで納める状況でないのでそう

いうところも消費者教育の支援をもらいながら学校で取り組んでいくというふうにし

ていきたいと。

○小笠原市長 協力していくという関係で。

○垣内委員 そのように頑張ります。そういう部分では社会教育といっていいのかど

うか市民を対象にした講演会も年に４回ほど開催しておりまして皆さんにとって何に

興味があるのか、勉強したいのかということでさせていただいていて、ときめき大学

の連携コースにもしていただいて、お陰様でそういうところからの受講者も多くいら

っしゃいます。ありがたいと思っています。

○小笠原市長 各委員から様々なお話をいただきましたが、１時間を過ぎましたので

そろそろ協議はこれで終りたいと思いますが、敢えてこの場で何かありましたらどう

ぞお願いします。

○赤井委員 たいしたことではありませんが、いま地域が学校との関わりということ

で働き方改革がいわれています。これに関して本州の学校をインターネットで見てみ

たらやっぱりかなりの人が学校に入っています。地域の方が。だからこれからもっと

もっと地域との連携というかそうやって考えていく必要があるという気がしています。

どんな形でやるかは分からないけども基礎となる部分は地域とのコミュニティでやっ

ていくことで人間関係が出来て学校へ入っていくとそういうことが働き方の方にもつ

ながっていくのでは無いかと。

○小笠原市長 今日は総務部長が来ておりまして役所の中では人事にも掌っており

まして、特に今日、働き方改革というのは教育だけでは無くて各社会、みんな働き方

改革をやりますので、国から社会全般で、特に働き方改革でこうしなさいというのは

きていますか。

○佐藤総務部長 例えば、超過勤務を減らすためにはどうしたらいいかとか、そうい
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ったことは私どもの方にも来ていますし、それから法律等も改正になっていますけど

も具体的に何をやるかというのはなかなか出てきていないというのが現状だと思いま

すし、今日お聞きしているとやはり社会教育が大事だというお話ですけども今回地域

学校協働本部を作るということでこれから期待をしているところが大きいのですが、

５人から１３人にするといっても先程おっしゃっておりましたけども世代間の分担が

あるということで、いま５人の人たちのちょっとした方々をコーディネーターとして

活躍をしていただきたいと考えているのですけども、果たして人がいるのかどうかと

いうのも、また難しい問題があると思っていますので、いろいろなネットワークを持

っている教育だけでは無くて市役所全体の、例えば、福祉部門ですとか私どももそう

ですし、環境部門ですとか、そういうネットワークを使った社会教育というのを作っ

ていかなければならないのかなということを皆さんのお話を聞いて感じたところでご

ざいます。

○小笠原市長 佐藤教育部長どうですか。

○佐藤教育部長 いまの世の中、人口減少ですとか高齢化など、先読みするのが難し

い時代になってきたということだと思います。そういう状況の中で住民自ら運営に関

わることが非常に大事だと思います。コミュニティ・スクール、それから地域学校協

働本部、これは学校という範囲の中で地域の運営に関わるということで非常にこれは

地域の皆様、そして生徒の皆さん双方が設置をして発展していくものだと思っており

ますので、これからも続けていくことが地道に続けていくことが発展につながると思

います。

○小笠原市長 継続していくということですね。どうですか。他になければ協議事項

はこれで終らせていただきたいと思います。本当に皆さんから貴重なご意見をいただ

いて特に私自身も課題となる働き方改革はややもすると一生懸命やればやるほど反比

例に残業というものが多くなりがちな世の中ですから、その辺をバランス良くどうや

って働いていくかということをできればこれ１人の問題ではなくてお互いに気遣いあ

いながらグループなり、そのセクションの中で補完し合うということも、また１つの

課題解決にもになるのかなと思います。それが先程来、皆様方からいただいた社会教

育面では世代間の皆様方がそれぞれ作用し合って、そして来年は市制施行５０周年で

すけど心豊かにこのまちで暮らして生きられればきっとこれからの活動がよくなると

思っていますので、これまで以上に教育委員の皆様のお知恵をお借りしたいと思いま

す。それではあとは事務局に戻したいと思います。
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○橋場主幹 はい。事務局の方からは連絡事項等はありません。以上をもちまして本

日の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。


